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「やまぐち子ども・子育て応援プラン（仮称）」（素案）について 
 

                               平成２６年１０月 こども未来課 
 

１ 趣旨  
   現行の「やまぐち子どもきららプラン２１」を見直し、来年度から本格施行となる 

「子ども・子育て支援新制度」の推進に関する計画と一体となった、今後の子育
て支援・尐子化対策を総合的に推進するための基本指針となる「新たなプラン」
を策定する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 「新たなプラン」の位置付け 
 
  「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン」の分野別計画 

 

 ○ 子育て文化創造条例第１２条に基づく計画（必置）（H27～H31）  
社会全体で子どもや子育て家庭を支える気運の醸成、保健医療サービスや子育て家庭

への支援の充実、仕事と子育ての両立支援など条例で定める７つの施策の推進方策など 

 

○ 次世代育成支援対策推進法第９条に基づく計画（任意）（前期 H27～H31）  
地域における子育て支援の充実、結婚、妊娠・出産、育児の切れ目のない支援の推進、

仕事と子育ての両立推進など 

 

○ 新子ども・子育て支援法第６２条に基づく計画（必置）（H27～H31） 

・幼児期の学校教育や保育の量の見込みと提供体制及び実施時期 

・子育て支援拠点や児童クラブなどの目標設置数 

・事業に従事する人材確保及び資質向上のために講じる措置  など 

 

３ 名称 
 

  「やまぐち子ども・子育て応援プラン」 

    ～ みんなで子育て応援山口県 ～  （ ← キャッチフレーズ ）   
 

４ 計画期間  
  子ども・子育て支援法等に基づき、平成２７年度から５年間 
 

５ 基本目標  
社会全体で子どもや子育て家庭を支える「やまぐち子育て文化の創造」  

H15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
         

● 子育て文化創造条例 

(前 期) 

 

(後 期) 

 

(前 期) 

 

● 次世代育成支援対策推進法（時限立法：H17～10年間 → 延長：H27～10年間） 

● 子ども・子育て支援法(H27本格施行) 

やまぐち子ども 
きららプラン 21 

(山口県次世代育成支援行動計画・前期) 

【Ｈ１７～Ｈ２２】 

やまぐち子ども 
きららプラン 21 

（山口県次世代育成支援行動計画・後期） 

【Ｈ２２～Ｈ２６】 

新たなプラン 

【Ｈ２７～Ｈ３１】 

資 料 ２ 
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６ 施策体系  
条例に定める７つの施策体系に、チャレンジプランに位置付けられた子育て支

援・尐子化対策に関する施策を落とし込み、プランとの整合性を図る。 
 

 

 

 

７つの施策体系

32 みんなで子育て応援山口県の推進

33 保健医療サービスの充実

34 子どもを守る取組の推進

次代を拓く教育充実プロジェクト

35 教育力日本一の取組の推進

37 たくましいやまぐちっ子の育成

38 きめ細かな指導体制づくりの推進

40 私学の振興

みんなが活躍できる地域社会の実現プロジェクト

41 女性が輝く地域社会の実現

42 若者を中心とした雇用の場の確保

日々の暮らし安心・安全確保プロジェクト

58 子ども等を犯罪から守る対策の推進

59 子ども等を交通事故から守る対策の推進

⑤職業と家庭生
活の両立支援

⑥地域における
子育て支援の充
実

⑦子どもの安全
確保と健全育成

チャレンジプラン

①子育て文化創
造に向けた気運
の醸成

子育てしやすい環境づくり推進プロジェクト

②保健医療サー
ビスの充実と健
康の増進

③子育て家庭へ
の支援の充実

④子どもの学習
環境の整備充実
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７ 具体的な取組 
    

７つの施策体系に基づき、社会全体で子どもや子育て家庭を支える取組など、 
子育て支援・尐子化対策に関する具体的施策を総合的に推進する。 
 
 ※ 拡又は新は、 チャレンジプランにおける重点施策の取組 
 

１子育て文化創造に

向けた気運の醸成 → 
新 「やまぐち子育て連盟」による取組(32) 

新 結婚から子育てに係る切れ目ない支援(32) など 

   

２保健医療サービス

の充実と健康の増

進 
→ 

拡 周産期医療や不妊治療対策等の充実(33) 

拡 小児医療体制の充実(33) 

・ 親と子の健康づくりの推進 

・ 子どもに対する食育の推進 

・ 障害児支援の推進          など 
   

３子育て家庭への支

援の充実 → 

拡 多子世帯への支援等子育て家庭の負担軽減(32) 

・ 子育ての情報提供・相談機能の充実 

・ ひとり親家庭の自立支援の推進    など  

   

４子どもの学習環境

の整備充実 → 

拡 きめ細かな指導体制など学校教育の充実(37,38,40) 

拡 地域協育ネットなど地域の教育力の向上(35) 

拡 若者の自立に向けた就職支援(42) 

・ 家庭教育支援の充実               など 

   

５職業生活と家庭生

活との両立支援 → 

拡 男性の育児参加の促進等の職場環境づくり(41) 

新 新制度に基づく幼児期の教育・保育の充実(32,40) 

拡 地域子ども・子育て支援の充実(32)  など 

   

６地域における子育

て支援の充実 → 

拡 子育て支援拠点等における仲間づくりの支援 (32) 

拡 通学路の安全対策など生活環境の整備(59)  

・ 子育て支援ネットワークの形成 

・ 子どもの居場所づくりの推進          など 

    

７子どもの安全確保

と健全育成 → 

拡 福祉総合相談支援センター設置など子どもを守る 
地域ネットワークの充実(34) 

拡 里親の普及など社会的養護体制の充実(34)  
拡 インターネット有害環境から子どもを守る対策の強

化(58,59)   
・ 母親クラブの地域活動など児童の健全育成 など 
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８ 数値目標 
（１）主な数値目標 

   チャレンジプランとの整合を図りながら、４０程度の数値目標を設定 
 

やまぐち子育て県民運動サポート会員登録数 

「やまぐち子育て応援企業宣言」届出企業数 

男女共同参画推進事業者認証事業所数 

延長保育実施箇所数 

病児・病後児保育実施箇所数 

放課後児童クラブ実施箇所数 

高校生の就職決定率 

里親委託率 
 
       

（２）幼児期の教育・保育の需給見込み 
 
  ○ 保育（保育所等）は、計画期間当初は潜在ニーズを満たしていないが、平成

２９年度末には、概ね供給が上回る見込み 
  
  ○ 教育（幼稚園等）は、計画期間当初から、供給が需要を上回る見込み 

   
 《参 考》                            （単位：人） 

区 分 
H25年度実績 H27年度 H31年度 

教育 保育 教育 
保育 

教育 
保育 

３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ０～２歳 

① 需 要 

（潜在ニーズ含む） 

 
 
16,395 

 
 
26,859 

16,403 
28,206 

15,177 
26,565 

16,541 11,665 15,655 10,910 

② 供 給 

（施設利用定員） 
19,332 

27,311 
18,695 

29,063 

16,694 10,617 17,194 11,869 

② － ① － － 2,929 
△895 

3,518 
2,498 

153 △1,048 1,539 959 
 

 

９ 計画の推進  
（１）計画の推進体制 
   国や市町をはじめ、県民、事業者、民間団体等と相互に連携・協力し、子育て

支援・尐子化対策の施策の着実な推進を図る。 
 
（２）進行管理 
   大学、子育て、教育、保育などの関係機関・団体等で構成される「山口県子育

て文化審議会」において、計画の点検・評価を実施する。 
 

１０ 策定スケジュール 

    １２月 県議会環境福祉委員会（素案の審議） 

 ２７年 １月 パブリックコメント 

２月 子育て文化審議会  （最終案の審議） 

     ３月 県議会環境福祉委員会（   〃   ） 

  

 

 

 

 

チャレンジプラン

を反映 

 

 

（在園児数） 



「やまぐち子ども・子育て応援プラン」の構成（案） 
 

 第１章 策定に当たって  

１ 計画策定の趣旨 

 

２ 計画の性格と役割 

 

３ 計画の期間 

    平成 27年度(2015年度)～31年度(2019年度)までの５年間 

第３章 子育て支援・少子化対策の具体的な施策展開  

 
 
 
 
 

 

 (1) 社会全体で子どもや子育てを支える気運の醸成 

 (2) 結婚、妊娠・出産、子育てに係る切れ目のない支援の推進 

 

 
 

 

       
  

  (1) 親と子の健康づくりの推進 

 (2) 食育の推進 

 (3) 周産期医療等の充実 

 (4) 小児医療等の充実 

 (5) 障害児支援の推進 
 
 

 

 

 
 

 (1) 子育ての情報提供・相談機能の充実 

 (2) 子育て家庭の負担の軽減 

 (3) ひとり親家庭の自立支援の推進 

 

  
 
 

 
 

 (1) 家庭教育支援の充実 

 (2) 学校教育の充実 

 (3) 地域の教育力の向上 

 (4) 若者の自立に向けた就職支援 

 

 
 
 
 
 

  (1) 子育てしやすい職場環境づくり  

  (2) 幼児期の教育・保育の充実 

  (3) 地域子ども・子育て支援の充実 

 

 

 
 
 

 

(1) 子育て支援ネットワークの形成 

(2) 子どもの仲間づくりの支援 

 (3) 子どもの居場所づくりの推進 

  (4) 子育てに配慮した生活環境の整備 

 

 

 

 
 
 
 

   (1) 子どもを守る地域ネットワークの充実 

   (2) 社会的養護体制の充実 

   (3) 児童の健全育成 

   (4) 子どもの安全確保 

 

数値目標 

《数値目標例》        
 ・地域子ども・子育て支援事業実施施設数（延長保育、一時預かり等） 

 ・子育て家庭応援優待協賛事業所数 
 ・「やまぐち子育て応援企業宣言」届出企業数   など 

 

 

第２章 計画の目指す方向  
１ 基本目標 
  やまぐち子育て文化の創造 

 

２ 施策推進の基本的な方向 
 ○家庭・学校・企業・地域等において、連携を図りながら、

積極的に施策を推進 
 

 ○結婚、妊娠・出産、子育ての一貫した切れ目のないきめ細
やかな施策を推進 

 

 ○地域の特性や県民の多様なニーズを踏まえ利用しやすいサ
ービスの提供に向け、利用者の視点に立った施策を推進 

 
３ 子どもと家庭を取り巻く環境の変化 
 (1) 出生数の減少 

 

(2) 少子化の原因と背景 
(3) 少子化の影響  
(4)  県民意識調査の結果     など 

２ 保健医療サービスの充実と健康の増進 

３ 子育て家庭への支援の充実 

４ 子どもの学習環境の整備充実 

５ 職業生活と家庭生活との両立支援 

６ 地域における子育て支援の充実 

７ 子どもの安全確保と健全育成 

第５章 計画の推進  

 
１ 計画の推進体制 

国や市町をはじめ、県民、事業者、民間団体等と相互に連携・
協力し、施策の着実な推進を図る。 

  

２ 計画の点検・評価  
  毎年度、計画の進捗状況の点検、評価を行い、計画達成に
向けた適切な対応を行う。 

１  子育て文化の創造に向けた気運の醸成 

社会全体で結婚、妊娠・出産及び子育てについて、切れ目
のない支援を行うための気運の醸成 

子どもの成長過程に応じた保健、医療サービスの充実や
家庭における健康づくりなどの推進 

子育てに関する情報提供・相談や経済的支援など、子ども
を生み育てる者の負担の軽減 

家庭教育・学校教育の充実や地域の教育力の向上を図る
など、学習環境の整備充実の推進 

出産や子育てしやすい職場環境づくりを進めるとともに、保
育サービスの充実等を推進 

地域のネットワークづくりや子育てに配慮した生活環
境の整備など、地域における子育て支援の充実 

児童虐待防止対策や児童養護施設等における支援の充
実、不登校やいじめ等のへの対応など、子どもの安全確保
と健全育成の取組を推進 

第４章 教育・保育の確保方策等  

 １ 教育・保育の提供区域 

 ２ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みとその確保方策 

 ３ 認定こども園の設置目標 

 ４ 保育従事者必要数（見込数） 

 


